
ハイヤー・タクシー業の労働災害を防止しましょう

～交通労働災害・転倒災害防止を重点に取組を～

１ハイヤー・タクシー業における労働災害発生状況（東京労働局管内）

トップが発信！
みんなで宣言

一人一人が「安全・安心」ハイヤー・タクシー事業者の皆様へ

本リーフレットの内容のお問い合わせは、東京労働局労働基準部安全課（☎０３－３５１２－１６１５）までお願いします。

東京労働局・労働基準監督署
（2023.6）
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※令和2年以降は新型コロナり患を除く。
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新型コロナり患を除いても災害は急増！
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災害発生後３０日以上を経過してから労働者死傷病報告（休業４日以上）
が提出されるケースが散見されます。労災保険関係の手続きとは別に、事業
者の報告義務を規定していますので、死亡又は休業４日以上の労働災害が発
生した後は、遅滞なく、所轄の労働基準監督署への報告をお願いします。
※休業期間が１～３日の場合は、四半期ごと、様式２４号によりご提出ください。

労災かくしの排除 ～労働者死傷病報告の提出について～

＜資料＞労働者死傷病報告（令和４年東京労働局管内）

交通事故の６０％は追突され

被災者の76％は50歳以上

動作の反動、
無理な動作



２ 交通労働災害の防止について

「交通労働災害を防止するために（厚生労働省ウェブサイト）」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664.html)

「交通労働災害の現状と防止対策（職場のあんぜんサイト）」
(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/kotsutaisaku1505.html)

ハイヤー・タクシー業における休業４日以上の
労働災害の半数超は道路上の交通事故によるもの
です。「交通労働災害防止ガイドライン」に基づ
く対策を着実に実施しましょう。
特に、交通事故の60％は信号待ちや乗降のた

めの停車時等に後続車に追突されたことによって
被災しています。ドライバーの過失がないケース
も多いですが、「追突され交通事故」の防止と被
害を軽減するために取り組みましょう。

そのほかドライバーに対する取組事項
・入社時・日常の教育の徹底
・ドライブレコーダーの記録やイラスト・写真
を活用した交通危険予知訓練の実施
・交通安全情報マップ（交通ヒヤリマップ）の
作成

～ヘッドレストの役割を理解する～

一、保安基準も定められた乗員保護装置

→追突された場合の頸部損傷率に大差

一、適正位置を認識する

→後頭部にできるだけ近づけた位置に

一、始業時には適正位置に調整する

→体格に合わせて毎日調整しましょう

一、事業者は機会をとらえて実地点検を

→実地点検で使用の定着を図りましょう

（出典:（財）交通事故総合分析センター発行

「イタルダ・インフォメーション」No.66）

一、急発進・急停止・急ハンドルはしない

→周囲の車に優しい運転を心がけましょう

一、右左折、停止・減速の合図を早めに

→ウインカーや予備制動などで、後続車に

余裕をもって予告しましょう

●後続車がいる場合の減速方法

・エンジンブレーキのみでなく、フットブレーキを軽く

踏んでブレーキランプを点灯させる

・ポンピングブレーキで早めに合図をする

一、車線変更時は目視による後方確認

→自らも安全確認を行いましょう

一、後方にも十分な車間距離

→後続車との車間距離が近い場合は、安全

な場所で追越しをさせましょう

追突され交通事故を防ぐために

追突され交通事故の被害軽減のために
発生月・時刻 発生状況（被災状況）

３月
午後７時頃

右折レーンから交差点に進入し、対向車
を待つため停止したところ、後続車に追
突されたもの（頸椎捻挫、休業３か月）

８月
午後８時頃

ロータリー出口の路肩に停車中、ロータ
リーから発進してきた車両に追突された
もの（むち打ち症、休業４か月）

11月
午後３時頃

前方の信号機が赤色となり、停止するた
めに減速したところ、後続車に追突され
たもの（むち打ち症、休業３か月）

追突され交通事故の事例（令和４年東京労働局管内）

※ヘッドレストは、

「Head Rest（休息）」

ではなく、

「Head Restraint（拘束）」

を意味します。ドライバーを

守る「保護装置」として、

使用を徹底しましょう！



３ 転倒災害の防止について

転倒災害は業種を問わず多発しています。転倒災害によって死傷し
た労働者に占める５０歳以上の割合が高い（全年齢中の約７２％※）
ことも影響して、骨折等による休業日数は長期間（平均４７日※）

に及んでおり、頭部や頸部、腰部を負傷した場合には、死亡災害や後
遺症が残る災害も発生しています。※令和３年労働者死傷病報告（全国）

事業者の対策として、事務所や待機箇所等に、転倒のリスクのある
場所（転倒危険場所）がないかを総点検し、発見した段差や障害物等
は早期に解消して、継続的な４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）に努め
ましょう。
また、梅雨の時期や冬季の積雪、路面凍結にも注意が必要です。
事業者や管理者だけなく、労働者一人一人が転倒危険場所を認識し

た安全行動を取れるように、安全衛生教育を行いましょう。

「転倒予防・腰痛予防の取組（厚生労働省ウェブサイト）」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html)

「転倒災害（業務中の転倒による重傷）に注意しましょう（厚生労働省リーフレット）」
(https://www.mhlw.go.jp/content/001101747.pdf)

 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります

「身体的能力のセルフチェック（職場のあんぜんサイト）」

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501_14.html)

 現役の方でも、一度の転倒によって寝たきりになることも

「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は？

（内閣府ウェブサイト/政府広報オンライン）」
(https://gov-online.go.jp/useful/article/202106/2.html)

 特に、女性は加齢とともに骨折のリスクが著しく増大します

→対象者は市区町村が実施する「骨粗鬆症健診」を活用しましょう

 厚生労働省では、職員等の健康づくりのための情報を支援しています
「健康づくり支援担当者のための総合情報サイト（厚生労働省ウェブサイト）」
(https://e-kennet.mhlw.go.jp/)

加齢等による転倒リスク・骨折リスクを確認しましょう

「見える化」で職場に隠れたリスクを明らかにしましょう

職場における危険性・有害性（リスク）の中には、通常視覚的に捉えられないものがありま

す。それらを可視化（見える化）すること、また、それを活用することによる効果的な安全活

動を「見える」安全活動といいます。（（例）転倒危険場所を示すステッカー）

過去の優良事例は厚生労働省ウェブサイトに掲載されていますので、是非ご確認ください。

「令和４年度「見える」安全活動コンクール（厚生労働省ウェブサイト）」
(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/index.html) ※募集終了

発生月・時刻 発生状況（被災状況）

１月
午前７時頃

洗車作業中、凍結した地面に足を滑らせて転倒し、地面に背
中を打ち付けたもの（腰痛骨折等、休業３か月）

１２月
午後７時頃

車道に駐車して、ガードレールを乗り越えようとしたところ、
足首がガードレールに引っかかって転倒し、大腿部を地面に
打ち付けたもの（大腿部骨折、休業３か月）

転倒災害の事例（令和４年東京労働局管内）



５ 経営トップによる安全衛生方針を表明しましょう！

６ 全員参加の安全衛生活動をしましょう 【私の安全衛生宣言】

第１４次東京労働局労働災害防止計画～Ｓａｆｅ ＷｏｒｋＴＯＫＹＯ～推進中

「私の安全衛生宣言コンクール（東京労働局ウェブサイト）」
(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/newpage_00031.html)

労働災害防止に当たっては、具体的な取組に先立ち、労
働者の安全や健康を守るという｢経営トップの強い意識｣が
極めて重要です。
特に、｢転倒災害｣といった労働者の作業行動により発生

する「行動災害」は、事業者、労働者双方ともに労働災害
防止に対する意識は希薄になりやすく、対策を講じること
が難しい災害でもあります。
労働災害防止に対する「経営トップによる安全衛生方針｣

を表明し、その方針に沿った取り組みを労働者一人ひとり
が｢安全衛生宣言｣として実践することにより、｢全員参加｣
で労働災害の撲滅に取組みましょう。

東京労働局では、官民一体となった労働災害防止等の
取組を推進しています。この取り組みの一環として、
「私の安全衛生宣言コンクールSafe Work TOKYO 2023」
を開催し、職場における労働者自身の安全衛生宣言を広
く募集します。多数のご応募をお待ちしております。
（応募期間７月１日（土）から１０月７日（土）まで）

４ 高年齢労働者等の安全及び健康に配慮した取組をしましょう

５０歳以上の労働者が占める割合が高いことも理由の一つですが、
視力や筋力の低下による転倒災害・腰痛災害の発生など、高年齢労
働者であることに起因した災害も多発しています。
対策として、転倒等のリスクが少ない作業環境を構築する、腰等

に負担の少ない作業方法に改善するなど、高年齢労働者が働きやす
い職場を形成することが効果的です。
また、転倒防止対策や重量物取扱作業の補助など、高年齢労働者

の労働災害防止のために講じた措置に掛かった経費については、
「エイジフレンドリー補助金」をご活用頂ける場合があります。申
請期限等にご注意の上、ご活用ください。

「高年齢労働者の安全衛生対策について（厚生労働省ウェブサイト）」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

anzen/newpage_00007.html)

「エイジフレンドリーガイドライン（厚生労働省リーフレット）」
(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000815416.pdf)

「令和５年度エイジフレンドリー補助金（厚生労働省ウェブサイト）」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html)

ハイヤー・タクシー業の労働災害のうち、被災者が５０歳以上の高年齢労働者である割合
は約７６％（令和４年労働者死傷病報告東京労働局管内）で、全業種で高年齢労働者が占め
る割合（約５３％）と比較して、非常に高くなっております。


